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平成２１年４月２日  午後３時 
照会先：保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室 
担当者：室長総括補佐 西野 浩二 
（内線）３２１７ 
（直通）０２９－３０１－３２１９ 
    ０９０－４９４１－９０３５ 

 
 

インフルエンザ流行情報 (第１５報) 
 

本日，県全体のインフルエンザ流行指数は，６．７（全国：９．３６）となり，先週（県全体１３．

０２，全国１５．６４）より大きく減少し，注意報の基準値である１０をしたまわりましたので，県

全域の注意報を解除します。 

しかし，保健所管内別では，ひたちなか保健所１０．５２及び古河保健所１１．７５が依然と

して注意報の基準を超えており引き続き注意報が発令中ですので，県民の皆様に対し別紙

のとおりインフルエンザの予防について呼びかけをお願いします。 

また，県内におけるインフルエンザウイルスの分離状況は，医療機関（病原体定点）及び

集団発生（学校等）で採取された検体から，Ａソ連型５４件，Ａ香港型が１７件，Ｂ型が２４件

分離されています。 

※ 地域注意報等の発令基準は《備考》欄を参照ください。 
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《各保健所管内のインフルエンザ流行状況》 

調査期間：Ｈ２１．３．１６～ 

Ｈ２１．３．２２（第１２週） 
調査期間：Ｈ２１．３．２３～ 

Ｈ２１．３．２９（第１３週） 
保 健 所 定点数 

患者数 流行指数

注意報・警

報の発生

状況 
患者数 流行指数 

注意報・警

報の発生

状況 

水 戸 １７ １７６ １０．３５ 注意報 ８９ ５．２４ ― 

ひたちなか    ８ １５７ １９．６３ 注意報 ８２ １０．２５ 注意報 

常陸大宮 ８  ８２ １０．２５ 注意報 ３４ ４．２５ ― 

日 立 １１  １０８  ９．８２ ― ７８  ７．０９ ― 

鉾 田 ５  ７４ １４．８０ 注意報 ２０ ４．００ ― 

潮 来 ８ １３７ １７．１３ 注意報 ７５ ９．３８ ― 

竜ヶ崎 １４ ２３０ １６．４３ 注意報 １１１ ７．９３ ― 

土 浦 １３ １１５ ８．８５ 注意報 ６３ ４．８５ ― 

つくば １０ １８４ １８．４０ 注意報 ７７ ７．７ ― 

筑 西 １０ ８３  ８．３０ ― ３１  ３．１ ― 

常 総 ８ ５５   ６．８８ ― ５０   ６．２５ ― 

古 河 ８ １９４ ２４．２５ 注意報 ９４ １１．７５ 注意報 

県全体 １２０ １５６２ １３．０２ 注意報 ８０４ ６．７  

 
 

《備 考》 

インフルエンザの流行に関する警報・注意報について  
 

①  県では、県内のインフルエンザ流行状況を把握するため、延べ１２０医療機関(小児科７５、

内科４５)に１週間単位で患者数の報告を求めており、各保健所毎に以下によりインフルエンザ流

行指数を算出します。 
 
 
  ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行指数 ＝    ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点において１週間の間にｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞと診断した患者数 

 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点数  
 
② 流行指数が、基準値(注意報：１０ 警報：３０)を超えた保健所区域には｢地域注意報｣又は｢地

域警報｣を発令します。 
   また、県全体において流行指数が基準値を超えた場合には、｢県全域注意報｣又は｢県全域警報｣

を発令します。 
 
    注意報：流行の発生前であれば今後４週間以内に大きな流行が発生する可能性があることを、

流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。 
   警 報：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。 
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インフルエンザの予防について 
 

あ、その咳、そのくしゃみ ～咳エチケットしてますか？～ 

◇ インフルエンザにかからない、うつさないための対策 

★帰宅時の手洗い、うがい 

   ・ 咽頭粘膜や手指など身体に付着したインフルエンザウイルスを取り除くために、有

効な方法です。 

★咳エチケット （咳やくしゃみをすると、ウイルスが２ｍ～３ｍ飛ぶと言われています。） 

  ・ 咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ，周りの人から顔をそむけま

しょう。 

・ 使用後のティッシュは，すぐにフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。 

  ・ 症状のある人はマスクを正しく着用し，感染防止に努めます。 

★流行前のワクチン接種 

  ・ インフルエンザワクチンは、罹患した場合の重症防止に有効といわれています。 

★適度な湿度の保持 

  ・ 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりや

すくなりますので、外出時にはマスクをしたり、室内では加湿器などを使って適度な

湿度（５０～６０％）を保ちましょう。 

★十分な休養と栄養摂取 

  ・ からだの抵抗力を高めるために十分な休養と栄養を日ごろから心がけましょう。 

★人混みや繁華街への外出を控えること、外出時のマスク着用 

  ・ インフルエンザが流行してきたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、疲労

気味、睡眠不足の人は、人混みや繁華街への外出を控えること、外出時にはマス

クを着用することも効果があります。 

◇ インフルエンザにかかった場合の対応 

・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。 

・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。 

・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。 

・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言わ  

れていますので、その間は外出を控えましょう。 

*参考までに、学校保健法では、「解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによ

る出席停止期間としています（ただし、病状により学校医その他の医師において伝染の

おそれがないと認めたときはこの限りではありません）。 

・ 咳などの症状がある場合は、周りの方へうつさないために、咳やくしゃみをする際に

はティッシュで口元を覆う、あるいはマスクを着用しましょう。 


